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   令和 4 年 4 月に開始した提案型によるネーミングライツ（施設命名権）の募集により、命名

権者が決定した以下のスポーツ施設について、令和 5年 8月 1日から愛称の使用を開始しま

すので、お知らせいたします。 

    つきましては、使用開始後、以下のスポーツ施設を紹介する場合等は、愛称をご使用いた

だくよう、ご協力をお願いいたします。 

    なお、愛称看板については、サポーター企業である黒崎播磨株式会社様により設置準備中

です。看板の完成に伴うお披露目等につきましては、追ってお知らせいたします。 
 

 

１ 決定内容 

導入施設 

（条例上の施設名） 

サポーター企業 

（命名権者） 
愛 称 契約期間 

本城陸上競技場（※） 黒崎播磨株式会社 
黒崎播磨陸上競技場 ㏌  

ＨＯＮＪＯ 

令和 5年 8月１日～ 

令和 8年 7月 31日 

※ 条例上の施設名称に変更ありません。 

 

 

 

 

 

 

 

８月１日から、本城陸上競技場で愛称の使用を開始します 

『黒崎播磨陸上競技場 ㏌ ＨＯＮＪＯ』 

 

【問い合わせ先】 

市民文化スポーツ局スポーツ振興課 

担当  大江 （課長）、 石川 （係長） 

電話： 093-582-2395 

 


